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１０月２４日、中央労働委員会において昨年１２月から開
始されていた「出向・配転４０事件」と本年６月から「バッ
ジ事件」を含む全事件に対する、和解勧告書及び確認書（別
掲⑥、解説は別掲④、覚書は労使非公表）の最終勧告が提示
をされた。
国労東日本本部は当日、第４回執行委員会で対応を議論。

２０年にわたる闘いは、差別・組織破壊攻撃に抗しての闘い
であったことを再確認し、今後も職場の労働条件改善、「安
全・安定輸送」などの取組みと共に、「労使関係の改善」が
重要な課題であるとの認識に立ち、勧告書に示されている
「健全で良好な労使関係」の確立及び「公平・公正な人事・
労務管理を行う」などが明記されていることから、この間の
和解協議の上に立ち、引き続き職場からの「不公平感・差別」
の解消に向けた闘いに繋がるものと判断し、勧告書を「受諾」
することを判断した。
その後、各地方委員長会議にて、「出向・配転事件」和解

協議の中でも求めていた、「出向のルール化」についての
「出向協定締結」や、「勧告書」に対する執行委員会の見解に
ついて内容を報告し議論。各地方代表の声を集約し、「勧告」

中央労働委員会（以下、中労委）を舞台にした和解協議は、一昨年９月の「配属１３事件」の和解成立以降、
昨年１０月には「昇進・昇格差別事件」の和解、そして昨年１２月から開始されていた「出向・配転４０事件」
の和解協議へと進んできた。４月２７日の第６回目調査には「バッジ事件」の和解協議についても一括して進
める検討をしたい旨が中労委から打診され、この間、節々にてブロック別分会長会議や和解協議に合わせた地
方代表者会議などを開催、経過報告しながら意思統一し、のべ１１回に及ぶ和解協議を重ねてきた。
こうした中、１０月１３日の和解協議では次回協議にて勧告が示されることが明らかになり、第１１回目調

査となる２４日に最終勧告が示された。当日は、勧告書・確認書・覚書が労使それぞれに中労委より提示をさ
れ、国労東日本は執行委員会及び各地方代表者会議で対応を協議の上、労使双方が受諾の意思表示を行い、１
１月６日に和解調印となった。以下、報告とする。

１１月６日、第１２回目となる中労委調査終了後に行われ
た和解調印式には、申し立て代表者全員が出席。冒頭、勧告
書・確認書・覚書の朗読に続き、中労委より審査委員長の口
頭表明（別掲③）、労使当事者による勧告書への調印・交付
により「配転・出向・バッジ事件等６１事件」の「一括和解」
が成立した。これを受け、労使双方の代表者が挨拶し、「今
回の和解の趣旨をふまえ健全で正常な労使関係を未来に向か
って構築し、より良い輸送サービスの提供と会社の発展に努
めてまいりたい」と会社側代表が挨拶。組合側からは伊藤東
日本本部委員長が挨拶（別掲①）、さらに、担当委員、中労
委会長の挨拶で調印式は終了した。
また、当日の調印式終了後には「和解成立に当たって」

（別掲②）と「速報」を参加者に配布すると共に、翌日には
事務連絡にて各地方本部に徹底をした。
※関係事件一覧については（別掲⑤）を参照

の受諾を確認し、引き続き連携を図り闘う意思統一をした。
これを踏え、中労委に対し労使双方は「受諾」の旨の態度

表明が行われた。とりわけ、会社側からは「労使関係の改善」
に向けた強い態度表明がされた。



中央労働委員会、山口会長を中心に、渡辺公益委員・福
岡・松井参与委員のご尽力により、本日「出向・配転等事件」
「バッジ事件等」の和解調印式を迎えることができました。
心から感謝申し上げます。
本日、東日本本社、富田常務取締役をはじめ、各支社の総

務部長・人事課長のご出席を頂きまして誠にありがとうござ
います。
先ほど、渡辺公益委員から述べられた「健全で良好な労使

関係」確立にむけ、私たち国労東日本本部は、真摯に受け止
め、最善の努力を今後も尽くす所存であります。
「長きにわたる、不幸な労使関係」によって、労使双方が

「真正面に向かい合う」ことなく、今日まで経過してまいり
ました。しかし、今後は、「健全で良好な労使関係」の確立
に向け、二本のレールのように、労使双方が「真正面に向か
い合い」時には対立し、時には交わる、ことの繰り返しによ
って労使双方の信頼を築き上げることで、未来を志向した
「健全で良好な労使関係」が確立されると信じています。

とりわけ、安全確立の取組は昨年の「羽越本線脱線・転
覆事故」でお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆様、お
怪我をされた皆様に対して、深くお詫び申し上げます。ま
た、首都圏を中心に、長時間の輸送障害が発生し、ご迷惑
をおかけしております。ともに鉄道に働く者として「安
全・安心」をお客様に提供することが企業としての「社会
的責任」と考えています。
国労東日本本部は、この認識に立ち、犠牲者の尊い命は

取り戻すことはできませんが、同じ過ちを繰り返さないた
めにも、労働組合の任務も重要と考え、引き続き「安全・
安定輸送」確立に向け全力を尽くす所存であります。
今日まで、西代理人、宮里代理人をはじめ、各代理人の

皆さんから献身的にご尽力を頂いたことに、心から感謝申
し上げます。
国労東日本本部、各地方本部・地区本部機関とすべての

組合員を代表して、お礼と感謝の挨拶とします。
本日はありがとうございました。

１．本日、中央労働委員会及び各地方労働委員会に係属され
ていた「配転・出向・バッジ等６１事件」の一括和解が中　
央労働委員会で成立した。
２．本件「配転・出向・バッジ等６１事件」は、１９８７年　
４月に国鉄が分割・民営化されＪＲが発足する際、組合所
属を理由とした採用差別がなされるとともに、国労組合員
に対し、国労組織の弱体化を意図した配転や出向、組合バ
ッジ着用者に対する賃金カットや懲戒処分を繰り返すなど、
陰湿かつ執拗なありとあらゆる攻撃がかけられる中、各地
方労働委員会に救済申立を行ってきた事件である。以来私
達は約２０年にわたり、ＪＲ東日本の国労敵視の労務政策
の転換、差別や不当労働行為のない正常かつ健全な労使関
係の確立を目指し、粘り強く取組んできた。
本日、成立した和解の内容は、労使双方が中央労働委員
会での和解協議と併行して実施された配転・出向事件の救　
済対象者や懸案事項記載の者に対する人事異動や指導車掌
の発令などを踏まえて合意に至ったものであり、「①本件
和解の趣旨、経過及び別紙『確認書』を踏まえ、本件事件
に係る紛争を解決し、健全で良好な労使関係の確立に努力
する、②会社は、本件和解の趣旨を踏まえ、公平・公正な
人事・労務管理を行う、③今後の健全で良好な労使関係の
確立に資するため、組合に対し、解決金を支払う、④今後、
労働組合法及びその他関係諸法令を遵守し、労働協約の精
神に則り、相互の権利を尊重し、誠実に義務を履行して、
労使紛争が生じないように努める、⑤会社と組合は、本件
和解の趣旨及び内容について、十分に周知徹底を図ること
とする」等というものである。
３．本件「配転・出向・バッジ等６１事件｣の一括和解は、
ＪＲ東日本発足以降の東労組との「一企業・一組合」論に
基づく国労敵視の偏狭な労務政策を改め、正常かつ健全な
労使関係を確立する展望を切り開くものである。
即ち本件和解は、ＪＲ東日本のこのような労使関係の下
で、会社と国労との間で生じてきた長きにわたる不幸な紛
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配転・出向・バッチ等６１事件弁護団

争状態の克服が必要であるとの認識に基づき、上記和解
条項に至ったものであり、これらを通じて、正常かつ健
全な労使関係を確立しようとするものである。
したがって、本件の和解の成立は、職場における差別
是正、公平・公正な人事運用、そして国労敵視の労務政
策の転換に向けた本格的な新たな闘いの出発点であり、
それを通じて国労組織の反転攻勢への展望をも切り開く
ものとしなければならない。
４．本件和解によって、国鉄時代以来２０年余にわたる国
労敵視の労務政策が全て是正されるというわけではない。
引き続き差別の是正、公平・公正な人事運用を実現する
とともに、正常かつ健全な労使関係確立に向けた闘いを
継続強化することが求められている。
今後、会社に対しては、和解の趣旨・経過及び確認書　　
に基づき、その誠実な履行を求めるとともに、本件和解　　
の趣旨及び内容について、現業機関に至るまで周知徹底　
を図ることを求め続けることが必要である。そして国労
組織一丸となって、差別のない労使関係の確立、労務政
策の抜本的改善にむけ、引き続き取り組みの強化を図こ
とが、私達国労東日本本部に課せられている。
本日の和解を２０年余にわたる闘いの中間的な到達点
と位置付け、残されている課題の実現とともに、１０４
７名の不採用事件の一刻も早い政治的解決の実現に資す
るものとし、併せてＪＲ東日本が安全・安定輸送の確立　
など社会的責任を十全に果たす健全な公共交通機関とし
て発展するため、全力をあげる決意を改めて表明する。



本日、出向・配転事件、バッジ関係事件等４３件及び都県
労働委員会に係属している出向・配転事件等１８件の一括和
解が成立し、ＪＲ東日本－国労間のすべての係争事件が解決
する運びとなりました。
この間、労使双方には、調査にご協力いただき、また和解

に向けて真摯に取り組んでいただいたことに、心から感謝申
し上げます。
振り返りますと、中央労働委員会では、平成１３年１２月

に東京地裁に係属していた当初配属事件が和解により解決し
たことを契機に、中央労働委員会に係属している１３件の当
初配属事件を解決すべく、和解のための特別チームを設置し、
平成１４年４月から和解調査を開始しました。途中で一時足
踏みする時期もありましたが、平成１６年９月に１２件の当
初配属事件の和解が、その後平成１７年１月に残された１件
の当初配属事件の和解が成立し、中央労働委員会に係属して
いた当初配属事件１３件すべてが解決することとなりました。
この和解が成立したことにより、労使の双方に、残された

事件の和解による解決に向けての気運が醸成されたことから、
中央労働委員会として、あらためて実情調査チームを設置し、
平成１６年１２月から、昇進事件９件の和解に取り組むこと
となりました。
昇進事件の和解調査は、原則月２回のペースで進め、また、

その途上で実施された１７年度昇進試験では労使ともに真剣
に取り組まれ、調査開始後１５回にも及ぶ調査を重ねまして
平成１７年１０月に、東京都労働委員会に係属している昇進
事件１４件も含めて和解することができました。
この和解の精神は労使双方のご努力により、本年度の昇進

試験や指導車掌担務指定などにも活かされていると評価でき

ると考えております。
そして昨年１２月からは、中央労働委員会に係属している

出向・配転等事件３２件の和解調査を開始し、本年６月には、
同様に中央労働委員会に係属しているバッジ関係事件１１件
を加え、すべての係争中の事件を対象に和解調査を進めるこ
ととなりました。決して平坦な道のりではありませんでした
が、永年にわたる不幸な係争状態を克服し、正常な労使関係
を築こうとする強い意志の下、労使双方が努力され、都県労
働委員会に係属している事件１８件を含め、本日和解の日を
迎えることができました。
中央労働委員会において当初配属１３事件の和解調査を開

始してから本日まで、実に約４年６か月を要しました。
この間、多くの皆さん方が紛争の解決に向けて真剣に取り

組まれ、並々ならぬ努力を払われたことは、将来の健全かつ
良好な労使関係の構築の強固な礎になるものと信じます。関
係者のこれまでのご努力にあらためて深甚なる敬意を表する
ものであります。
本日の和解によりまして、ＪＲ東日本－国労間の係争事件

はすべて解決することになります。
中央労働委員会といたしましては、労使双方が、今後、こ

れまでの和解に至る経緯、和解の趣旨を踏まえて、未来を志
向し、今後様々な労使問題が生じたとしても、健全かつ良好
な労使関係の基礎の上に立って、誠実に対応されるよう希望
します。
本日は、関係各支社からもご出席をいただいておりますが、

皆様方にも本日の和解の趣旨が現場の隅々にまで徹底され、
健全な労使関係の発展に寄与していただくよう希望いたしま
す。

本年１１月６日、中央労働委員会において「配転・出向・
バッジ等６１事件」の一括和解が成立しました。
昨年１２月から和解協議が開始されて以降、約１１箇月間

にわたる協議と併行して実施された平成１８年度昇進試験結
果及び配転・出向差別事件の救済対象者や労働委員会に係争
していない懸案事項に記載されている組合員に対する人事異
動や新人車掌の指導担当としてＪＲ発足以来初めて２０名を
超える組合員が発令されたことなどを踏まえて合意に至った
ものであり、今回の和解で確認した勧告書及び確認書に基づ
き誠実な対応がＪＲ東日本に求められることは論を待ちませ
ん。

今回の和解勧告書で、「会社は、本件和解の趣旨を踏まえ、
公平・公正な人事・労務管理を行う」ことを労使双方が確認
いたしました。これまで、ＪＲ東日本発足以降、ＪＲ東日本
と東労組は「一企業・一組合」論に基づく国労敵視の差別や
さまざまな攻撃を私達にかけてきましたが、このような歪ん
だ労務政策を改め、正常かつ健全な労使関係の確立に向け
「公平・公正な人事・労務管理」をＪＲ東日本が行うことを確

この間の和解協議を通じ、組合側はＪＲ東日本に対し和解
の趣旨及び内容について支社及び現場段階にまで十分に周知
徹底を図ることを求めてきましたが、こうした組合側の主張
を反映し「会社と組合は、本件和解の趣旨及び内容について、
十分に周知徹底を図る」ことが確認書で明記されました。
今回の和解によって、ＪＲ東日本発足後の国労敵視の労務

政策が全て是正されたわけではありません。いま必要なこと
は国労組織一丸となって、和解勧告書の誠実な履行を求める
と同時に、支社及び現場段階に至るまで本件和解の趣旨及び
内容について周知徹底を求め続ける取り組みを強化すること
です。差別のない労使関係の確立、労務政策の抜本的改善に
向け引き続き取組みの強化を図るとともに、残されている課
題の実現や１０４７名の不採用事件の一刻も早い政治的解決
実現の闘いと結合した取り組みを一層強化しましょう。

認したものです。今回の和解勧告書は、職場における差別是
正、公平・公正な人事運用や国労敵視の労務政策の転換に向
けた本格的な新たな闘いの出発点ともいえます。ＪＲ東日本
に対し和解勧告書の誠実な対応、履行を求める取り組みを通
じて、職場から国労組織の反転攻勢への展望を切り開くもの
としなければなりません。



当委員会は、東日本旅客鉄道株式会社、ジェイアールバス関東株式会社及びジェイア

ールバス東北株式会社（以下「会社」という。）と国鉄労働組合（下部機関の東日本本部、

各地方本部、支部、分会及び申立組合員を含む。以下「組合」という。）とが、正常かつ

良好な労使関係の確立が不可欠であることを深く認識し、労使関係の健全な発展に努め

ることが重要であるとの観点から、別紙1記載の出向・配転事件、バッジ関係事件及びそ

の他事件の不当労働行為救済申立事件（以下「本件事件」という。）を終結させ、下記に

より和解することを適当と認め、和解を勧告する。

記
1 会社と組合は、本件和解の趣旨、経過及び別紙「確認書を踏まえ、本件事件に係る紛

争を解決し、健全で良好な労使関係の確立に努力する。

2 会社は、本件和解の趣旨を踏まえ、公平・公正な人事・労務管理を行う。

3 会社は、本件事件並びに別紙2記載の茨城県労働委員会、群馬県労働委員会、千葉県労

働委員会及び東京都労働委員会に係属している不当労働行為救済申立事件（以下「都県労

委事件」という。）を一括して解決し、今後の健全で良好な労使関係の確立に資するため、

組合に対し、解決金を支払う。

4 組合は、都県労委事件を取り下げる。

5 会社と組合は、今後、労働組合法及びその他関係諸法令を遵守し、労働協約の精神に

則り、相互の権利を尊重し、誠実に義務を履行して、労使紛争が生じないように努める。

6 会社と組合は、本件和解の趣旨及び内容について、十分に周知徹底を図ることとする。

7 会社と組合は、本件事件に関し以後争わないこととし、組合は初審命令の履行を求め

ないものとする。

8 会社と組合は、本件事件及びその後本件和解成立時までの人事異動の効力を争わない

ことを確認する。

むしろ他組合の方が対象者が多く、国労だけを優先することはできない。

組合は、会社に一定の対応がみられることは、組合として受けとめている。

２　出向ルールについて

組合は、今後出向に関する取扱いは、出向期間は３年以内、延長する場合は原則１

年とする基準で行うよう要望した。

会社は、国労とは出向協定を締結していないが、それに準じて取り扱っている。他

労組と同様の協定を締結するのであれば、話合いに応じる、と回答した。

組合は、出向ルールについて協定化する方向で、今後労使間で協議を進めたいと表

明し、会社もこれに同意した。

その結果、会社と組合は、平成１８年１０月１１日「出向の取扱いに関する協定」

を締結した。

３　出向・配転事件に関連した懸案事項について

組合は、本件出向・配転事件に関連した懸案事項（秋田配転事件と同種の配転、遠

距離通勤を伴う配転など）を具体的に示した上で、これらの懸案事項のうち、未だ人

事異動が行われていない者についての是正に関して、和解協議と併行して労使間協議

を行い、和解成立時までに解決を図るよう要望した。

会社は、組合が示した懸案事項について、今後の異動希望ということでは認識し、

承知している。この件について労使間協議を行う考えはない、と回答した。

組合は、これらの懸案事項の一部について、これまでの間に実現していることを確

認した。

Ⅲ　脱退慫慂等について

１　脱退慫慂について

組合は、現場管理者等に対して、国労組合員に対する脱退勧奨を行わない旨の指導

を徹底するよう要望した。

会社は、先例（大船保線区の和解）の枠組みの中で解決したいと考えている、と回

答した。

２　指導車掌の指定について

組合は、国労組合員に対する差別的取扱いを改め、国労組合員に対し、指導車掌の

発令を行うよう要望した。

会社は、通常の人事のなかで公平・公正に対応していく、と回答した。

３　新規採用者情報の取扱いについて

組合は、次の事項を要望した。

新規採用者に関する情報の取扱いについては、組合間差別を行わないこと。

特に個人情報保護法の趣旨を踏まえ、新入社員名簿管理を含め、今後はそのような

状況はないと考える。

また、指導教育担当の指定に当たり、組合間差別を行わないこと。

会社は、新規採用者の名簿管理に組合間差別はない。個人情報保護法を厳正に守るの

は当然である、と回答した。

Ⅳ　既和解事件について

組合は、配属事件救済対象者のうち、未だ人事異動が行われていない者についても

和解成立時までに解決を図るよう要望した。

会社は、既済和解事件に係る問題は、本和解対象外であり、通常の人事異動の対象

として、公平、公正に対応していく、と回答した。

中労委関係事件
１．出向・配属事件
元年　第１５号　神奈川出向差別

元年　第２３号　元年第24号　栃木出向差別

元年　第５０号　茨城出向差別　

元年　第６１号　岩手出向差別　

元年　第６８号　元年第６９号　上野・新橋出向差別　

元年第１１３号　群馬出向差別　

元年第１２１号　新宿保線区配転差別　

２年　第２２号　山梨配転・出向差別

２年　第４９号　秋田出向差別　

２年　第５９号　山形出勤停止処分　

２年　第６２号　秋田配転差別　

２年　第６３号　津田沼電車区配転差別　

２年　第７９号　神奈川脱退強要　

２年　第８０号　上野車掌区脱退強要・配転差別

３年　第３４号　千葉配転差別（施設）

３年　第４２号　飯田橋駅配転差別　

４年　第１２号　千葉配転差別（機械区）

４年　第２９号　秋田配転差別　

５年　　第１号　福島配転差別　

５年　　第４号　関東自動車出向差別

５年　第２８号　宮城出向差別

５年　第２９号　福島出向差別

５年　第３８号　東北自動車出向差別

６年　第２３号　郡山工場勤務差別

７年　　第６号　宮城配転差別　

７年　第１９号　東神奈川車掌区配転差別　

１２年第１８号　１２年第１９号　茨城出向・配転差別

２．バッジ関係事件
５年　第２４号　埼玉バッジ・手当差別

６年　第１９号　埼玉バッジ・手当差別　

６年　第３４号　６年第３５号　神奈川バッジ･手当･昇給差別

１１年第１８号　１１年第１９号　千葉建築区バッジ･手当差別

１２年第６０号　福島バッジ･手当差別（会津若松保線区）

１５年　第４号　神奈川バッジ･手当差別　

１５年第１４号　１５年第１５号　宮城バッジ･手当差別　

１６年第８１号　神奈川手当・昇給　

３．その他事件
２年　第２４号　東北自動車脱退強要　

１６年　第７号　指導車掌指定差別

地労委係争事件

１．出向・配転事件
茨城元年 第 ２号　出向差別（追加採用）

群馬元年　 第 ７号　出向差別（追加採用）

千葉元年　 第 ７号　出向差別（追加採用）

東京元年 第５５号　バッジ処分

東京６３年第１４号　配転差別（新橋支部）

東京元年 第４５号　出向差別（追加採用）

東京４年 第７４号　出向差別

２．バッジ関係事件
東京６３年第５４号　手当差別（東日本）（バッジ）

東京６３年第８４号　手当差別（東日本）（バッジ）

東京元年 第５２号　手当差別（東日本･貨物）

東京元年 第７４号　手当差別（東日本･貨物）

東京３年 第６０号　手当差別（東日本）（パッジ）

東京３年 第６１号　手当差別（東日本）（バッジ）

東京３年 第６２号　手当差別（東日本）（バッジ）

東京３年 第６３号　手当差別（東日本）（バッジ）

東京４年 第３７号　手当差別（東日本）（バッジ）

３．その他事件
東京６３年第５８号　担務差別（新宿駅）

東京３年 第１７号　支配介入（新規採用者の組合加入）

東日本旅客鉄道株式会社（以下「会社」という。）と国鉄労働組合東日本本部（以下

「組合」という。）とは、今後の労使関係の正常化を図る観点から、以下のとおり確認す

る。

Ⅰ　和解の基本について

組合は、次の事項を要望した。

本和解において、組合は、労使関係の正常化を図りたいと考えている。労使関係の正

常化とは、複数の組合があるなかで、国労として差別されず、ＪＲの従業員は組合選択

の自由があり、その選択肢の一つとして国労があるという正常な関係が確立されること

である。

会社は、労使関係の正常化は、これまでの和解条項にも入っており、その範囲で和解

条項に入れることには異論はない、と回答した。

Ⅱ　出向・配転事件について

１　救済対象者の人事異動について

組合は、次の事項を要望した。

①　救済対象者の

うち、原職・原箇所

相当職への配転を希

望する者については、

本人希望を尊重し速

やかに人事異動を行

うこと。

②　また、秋田支社

から山形地区に配転

された者で、現在も

秋田支社への復帰を

希望している組合員

について、秋田支社

への人事異動を行う

こと。

会社は、次のとお

り回答した。

①　現時点で他の箇

所を希望している者

については、通常の

人事異動の対象とし

て、公平・公正に対

応していく。

②　また、山形から

秋田支社への希望が

あることは承知して

いるが、これは会社

の組織変更による不

可避な結果である。


